
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

一 

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（
森
林
整
備
課
）　
　

三

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

三

公　
　
　

告

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更 

（
農
村
振
興
課
）　
　

三

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　
　

三

収
用
委
員
会

〇
県
道
丸
森
柴
田
線
坂
津
田
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定
の
更
正
決
定 
三

〇
県
道
丸
森
柴
田
線
坂
津
田
事
件
審
理
の
開
催 

三

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関

と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

東
北
医
科
薬
科
大
学
名
取
守

病
院

名
取
市
増
田
一
丁
目
九
番
十
二
号

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

カ
メ
イ
調
剤
薬
局
気
仙
沼
店

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
九
番
地
一

平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日

か
な
え
調
剤
薬
局

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
三
十
八

－

一

平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日

カ
ワ
チ
薬
局
気
仙
沼
店

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
十
二

－

一

平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日

医
療
法
人
社
団
全
人
会
ト
ー

タ
ル
・
デ
ン
タ
ル
・
ク
リ
ニ

ッ
ク

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
北
谷
地
十
八
（
七
十
六

－

八
）

平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日

セ
ン
ト
ケ
ア
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
岩
出
山

大
崎
市
古
川
清
水
字
成
田
宮
田
五
十
八
番
地
四

平
成
二
十
九
年
十
月
一
日

つ
ば
め
薬
局

亘
理
郡
山
元
町
浅
生
原
字
田
中
二
十
四

－

一

平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

守
病
院

名
取
市
増
田
一
丁
目
九
番
十
二
号

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一

日

ク
オ
ー
ル
薬
局
気
仙
沼
坂
の

下
店

気
仙
沼
市
田
中
前
一
丁
目
一

－

十
一

平
成
二
十
九
年
十
一
月
九
日

カ
メ
イ
調
剤
薬
局
気
仙
沼
店

気
仙
沼
市
田
谷
十
九

－

九

平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一

日
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〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

休
止
年
月
日

小
野
歯
科
医
院

石
巻
市
鋳
銭
場
一

－

四

平
成
二
十
九
年
十
月
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
八
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

日
髙　

伸
行

レ
イ
ス
治
療
院
お
お
さ
き

大
崎
市
古
川
駅
南
一

－

七
十
八　

フ
ォ
ー
マ

ル
九
十　

二
百
三
号

平
成
二
十
九
年

十
月
二
十
三
日

日
髙　

京
子

レ
イ
ス
治
療
院
お
お
さ
き

大
崎
市
古
川
駅
南
一

－

七
十
八　

フ
ォ
ー
マ

ル
九
十　

二
百
三
号

平
成
二
十
九
年

十
月
二
十
三
日

遠
藤
成
都
美

レ
イ
ス
治
療
院
お
お
さ
き

大
崎
市
古
川
駅
南
一

－

七
十
八　

フ
ォ
ー
マ

ル
九
十　

二
百
三
号

平
成
二
十
九
年

十
月
二
十
日

松
田　
　

透

ク
レ
ー
ン
整
骨
院
桃
生
店

石
巻
市
桃
生
町
中
津
山
字
町
十
七
番

平
成
二
十
九
年

十
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
九
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
（
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を

含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

三
品　

智
博

楽
動
青
山
整
骨
院

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
松
波
町
十
五

－

二

平
成
二
十
九
年

六
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
（
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を

含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
者
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

変
更
年
月
日

変
更
前

宍
戸　

一
樹

イ
ー
グ
ル
整
骨
院
中
田

店

仙
台
市
太
白
区
中
田
町
字
法
地
北
十
九

－

一

平
成
二
十
九
年

十
一
月
一
日

変
更
後

イ
ー
グ
ル
整
骨
院
大
河

原
店

柴
田
郡
大
河
原
町
新
南
四
十
八

－

三

変
更
前

松
田　
　

濃

イ
ー
グ
ル
整
骨
院
大
河

原
店

柴
田
郡
大
河
原
町
新
南
四
十
八

－

三

平
成
二
十
九
年

十
一
月
一
日

変
更
後

ク
レ
ー
ン
整
骨
院
岩
沼

中
央
店

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
二
十
二
号

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項

（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場

合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
者
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

辞
退
年
月
日

尾
曽　

茂
人

袋
原
接
骨
院

仙
台
市
太
白
区
東
中
田
三
丁
目
十

－

四
十

平
成
二
十
九
年

十
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
立
神
二
四
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
堰
土
地
改
良
区

役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

彰　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
九
年
十
一
月
四
日

相

原

昌 

昭

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
新
町
五
十
一
番
地

一

理

事

公　
　
　

告

〇
県
営
針
生
前
地
区
土
地
改
良
事
業
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
））
計
画

の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
事
項
を
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一　

変
更
後
の
事
業
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
警
察
Ｗ
Ａ
Ｎ
用
端
末
装
置
賃
貸
借　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
四
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁
目
六
番
一
号

五　

落
札
金
額　

一
億
一
千
三
百
七
十
八
万
八
千
八
百
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
37号

　
平
成
29年
４
月
10日
付
け
で
当
委
員
会
が
行
っ
た
県
道
丸
森
柴
田
線
改
築
工
事
（
坂
津
田
道
路
・
宮
城
県
角
田
市
坂

津
田
字
上
地
内
か
ら
同
市
坂
津
田
字
石
切
地
内
ま
で
）（
県
道
丸
森
柴
田
線
坂
津
田
事
件
）
に
係
る
裁
決
手
続
開
始
決

定
に
つ
い
て
，
平
成
29年
11月
27日
付
け
で
別
紙
の
と
お
り
更
正
す
る
。

　
泫
 　
別
紙
は
，
宮
城
県
収
用
委
員
会
事
務
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
縦
覧
時
間
は
，
宮
城
県
の
執
務
時
間

を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
宮
城
県
規
則
第
45号
）
に
規
定
す
る
県
の
執
務
時
間
と
す
る
。

　
　
平
成
29年
12月
５
日

 
宮
 城
 県
 収
 用
 委
 員
 会
　
　
　

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
38号
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宮
城
県
起
業
の
県
道
丸
森
柴
田
線
改
築
工
事
（
坂
津
田
道
路
・
宮
城
県
角
田
市
坂
津
田
字
上
地
内
か
ら
同
市
坂
津
田

字
石
切
地
内
ま
で
）（
県
道
丸
森
柴
田
線
坂
津
田
事
件
）
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年
法
律
第
219号

）
第
46

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
審
理
を
開
催
す
る
。

　
　
平
成
29年
12月
５
日

 
宮
 城
 県
 収
 用
 委
 員
 会
　
　
　

１
　
日
時
　
平
成
30年
１
月
15日
（
月
）
午
後
２
時
か
ら

２
　
場
所
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　
宮
城
県
行
政
庁
舎
９
階
　
第
一
会
議
室

３
　
審
理
事
項
　
本
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等
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